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第 2、第 4 火曜日発刊 

〒101-0035 

東京都千代田区神田紺屋町 5 矢野ビル 4F 

電話：03-3526-4277  FAX：03-3526-4276 

担当：花村 

社会保険労務士事務所 

年金を受給している 60 歳以上の人が離職した場合、雇用保険の失業給付（基本手当または高年齢求職者給付金）の 

受給手続をすると、離職時の年齢や受給の時期によって、年金や雇用保険の給付の受け取り方が変わってきます。 

今回のあおぞらレターは雇用保険の失業給付と年金の調整についてご案内いたします。 

～～～～60606060 歳以上歳以上歳以上歳以上でででで離職離職離職離職するするするする場合場合場合場合のののの    
雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの給付給付給付給付とととと年金年金年金年金のののの調整調整調整調整～～～～    

その他の詳細やご不明な点は弊社担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-427７ 

定年後定年後定年後定年後もももも働働働働きききき続続続続けているけているけているけている人人人人のののの数数数数はははは年年年年々々々々増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。65656565 歳前後歳前後歳前後歳前後でででで離職離職離職離職するするするする場合場合場合場合はははは、、、、    

離職時離職時離職時離職時のののの年齢年齢年齢年齢とととと時期時期時期時期によってによってによってによって年金年金年金年金のののの調整調整調整調整のののの有無有無有無有無にもにもにもにも違違違違いがいがいがいが生生生生じるのでじるのでじるのでじるので注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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65 歳 

                    受給受給受給受給    受給受給受給受給    

雇用保険の基本手当と 60 歳代前半の老齢厚生年金は 

併給できない ⇒いずれか一方を受給 

60 歳 

年金は全額支給停止 

基本手当 

●●●●パターンパターンパターンパターン１１１１    ～～～～65656565 歳歳歳歳になるになるになるになる前前前前にににに離職離職離職離職しししし、、、、65656565 歳歳歳歳になるになるになるになる前前前前にににに失業給付失業給付失業給付失業給付のののの受給受給受給受給がががが終了終了終了終了するするするする場合場合場合場合～～～～    
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65 
歳 

                    受給受給受給受給    受給受給受給受給    

65 歳になるまでは、年金は支給停止。 

65 歳以上になると老齢厚生年金と雇用 

保険の基本手当の両方を受給できる 

60 歳 

年金は全額支給停止 

基本手当 

●●●●パターンパターンパターンパターン２２２２    ～～～～65656565 歳歳歳歳になるになるになるになる前前前前にににに離職離職離職離職しししし、、、、失業給付失業給付失業給付失業給付のののの受給受給受給受給がががが終了終了終了終了するのがするのがするのがするのが 65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの場合場合場合場合～～～～    

受給受給受給受給    

離職 

老齢厚生 

年金 

65 
歳 

受受受受    給給給給    

雇用保険の高年齢求職者給付金を一時金で 

受給できる（30 日分、または 50 日分）。 

年金との調整はない。 

60 歳 

●●●●パターンパターンパターンパターン３３３３    ～～～～66665555 歳以上歳以上歳以上歳以上でででで離職離職離職離職するするするする場合場合場合場合～～～～    

高年齢求職者 
給付金 

（一時金） 
 


